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６
月
５
日
は
「
環
境
の
日
」
で
す

　

環
境
の
日
は
、
１
９
７
２
年
６
月
５
日
か

ら
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た
「
国
連

人
間
環
境
会
議
」
を
記
念
し
て
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
国
連
で
は
、
日
本
の
提
案
を
受
け
て

６
月
５
日
を
「
世
界
環
境
デ
ー
」
と
定
め
て

お
り
、日
本
で
は「
環
境
基
本
法
」に
よ
り「
環

境
の
日
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
環
境
基
本
法
」
は
、
事
業
者
及
び
国
民

の
間
に
広
く
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
関
心

と
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
環

境
の
保
全
に
関
す
る
活
動
を
行
う
意
欲
を
高

め
る
と
い
う
「
環
境
の
日
」
の
趣
旨
を
明
ら

か
に
し
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
、

こ
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
各
種
の
行
事
等
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

扶
桑
町
で
も
「
環
境
基
本
法
」
に
基
づ
き

「
扶
桑
町
環
境
基
本
計
画
」（
平
成
22
年
）
を

策
定
し
ま
し
た
。

身
近
で
で
き
る
環
境
対
策
（
生
ご
み
削
減
）

　

生
ご
み
を
削
減
す
る
こ
と
は
焼
却
に
使
う

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
減
ら
し
、
二
酸
化
炭
素
削
減

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

① 

生
ご
み
の
水
切
り
を
す
る
。

② 

紙
・
布
ご
み
を
分
別
収
集
や
紙
回
収
、
資   

　

 

源
回
収
に
出
す
。

③ 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
分
別
収
集
に
出
す
。

④ 

剪
定
枝
は
生
ご
み
に
入
れ
な
い
。(

処
分

　

 

方
法
は
年
間
行
事
予
定
表
の
４
ペ
ー
ジ 

     

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　

環
境
に
対
す
る
様
々
な
取
組
に
つ
い
て
、
皆

さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

都
市
整
備
課　

内
線
２
８
４

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
補
助
金
に
つ
い
て

▼
対
象
と
な
る
方
　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
所
有
す
る
個
人
又
は
法
人

▼
補
助
対
象
と
な
る
塀
等　
次
の
①
か
ら
③
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の

①
道
路
又
は
公
共
施
設
の
敷
地
に
面
す
る
も
の

②
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
、
レ
ン
ガ
、
大
谷
石
等
の
組
積
造
の
塀
（
門

　

柱
を
含
む
。）

③
道
路
か
ら
の
高
さ
が
１
ｍ
を
超
え
る
も
の

▼
補
助
対
象
と
な
る
工
事
　
補
助
対
象
と
な
る
塀
を
原
則
全
て
撤
去
す
る

こ
と
。（
既
設
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
基
礎
部
分
を
残
し
た
工
事
を
含
む
。）

▼
補
助
金
の
額
　
次
の
①
と
②
を
比
較
し
、
少
な
い
方
の
額
の
２
／
３
、

上
限
20
万
円
（
※
）

①
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
に
要
し
た
経
費

②
対
象
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
し
た
延
長
（
ｍ
）
×
１
万
円

※
た
だ
し
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
は
、　

１
／
２
、
上
限
10
万
円
に
な

　

り
ま
す
。

▼
申
請
手
続
き
　
申
請
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
補
助
の
対
象
に
な
る
か
を

事
前
に
都
市
整
備
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　扶桑町には 1,700 人を越える一人暮らしの高齢者の方が生活されています。
一人暮らしを安心して続けるためには周囲の方に、「あれっ？」と、異変に気づ
いてもらう事も必要です。

高齢者の相談窓口　扶桑町地域包括支援センターのコラム

高齢者が安心して一人暮らしを続けるために

たとえば・・・
　◉ 近所の方に、「いつもと違うなぁ」と気づいてもらえる様な日課
　　 （雨戸の開閉や洗濯物を外に干すなど）を作る。
　◉ 地域の集まりに参加する。
　◉ 連絡を取り合う相手がいる。
　◉ 新聞や郵便物がたまらないようにしておく。
　　 （たまっている場合、異変を察知してもらえる）
　ぜひ家族や近所の方などと安心して一人暮らしを続けていける工夫
を考えてはいかがでしょう。

▼問い合わせ
　高齢者の相談窓口
　扶桑町地域包括支援センター
　（扶桑町総合福祉センター１F）
　☎（91）1171
　月～金曜日（祝日を除く） 
　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

人
権
擁
護
委
員
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

住
民
課　

内
線
２
４
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６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
格
、
識
見
高
く
広
く
社
会
の
実
情
に
通
じ
、
人

権
擁
護
に
つ
い
て
理
解
の
あ
る
方
を
、
本
町
の
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
町

長
が
推
薦
し
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
ま
す
。
こ
の
人
権
擁
護
委
員
は
、
国

民
の
基
本
的
人
権
が
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
も
し
こ
れ

が
侵
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
救
済
の
た
め
に
速
や
か
に
適
切
な
処
理
を

す
る
こ
と
が
使
命
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
扶
桑
町
の
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

　

林は
や
し  

隆た
か
お生　

　

千せ
ん
だ田  

純す
み
こ子　

　

市い
ち
か
わ川  

峯み
ね
こ子　

　

梅う
め
む
ら村  

ち
ゆ
き

◆
特
設
人
権
相
談

▼
相
談
日　
６
月
５
日
（
金
）　　

▼
時
間　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

▼
場
所　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

２
階
相
談
室　


